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１　受付期間
３月３１日（水）正午まで　必着
２　受付内容
募集する提案（要望）は、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の趣旨に沿った国の制度改革（構造改革特区）に関する提案（要望）です。
	全国一律に設けられている法律などによる国の規制を市町村や民間事業者などの自発的な発想により、地域を限定して規制を緩和することで、その地域の民間活力を拡大し、活性化につなげようとするものです。
民間事業者などで、事業アイディアを実現するために規制を緩和してもらいたいことなどがある場合に具体的に提案するものです。
　※関係省庁等への苦情や税財源措置の優遇を求めるものは対象になりません。
【提案の内容例】
・新しく事業を始めたいが、新規参入規制が厳しいので、規制を緩和して欲しい。
・事業効率化の阻害要因となっている規制を緩和して欲しい。 　　　　　　　など


３　提案対象者
民間企業、各種団体、個人等を問わず、どなたでも国に直接、提案（要望）書を提出できます。
※提出にあたっては、市町村を経由する必要はありません。
※提案（要望）をする企業（人）等の名前は非公表とすることもできます。
４　提出先
内閣官房地域活性化統合事務局内　提案（要望）募集担当
　　　※詳しい提案方法等については、「構造改革特別区域推進本部のページ（下記アドレス）」をご参照ください。

※また、内閣官房地域活性化統合事務局では、相談もあわせて受け付けています。
○「特区提案の臨時受付」募集要項
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/091209/091209rinji.html
○明日の安心と成長のための緊急経済対策（12月8日閣議決定）
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1208kinkyuukeizaitaisaku.pdf
５　問い合わせ
　　　・内閣官房　地域活性化統合事務局内　提案募集担当　　　電話　 03-3539-2229
メール　toc@cas.go.jp
　　　・田村市　市長公室　政策係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 　82-1113
「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に基づく構造改革特区


提案の臨時受付について








